
高島市地域おこし協力隊員募集・採用・活動支援等業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本要領は、「高島市地域おこし協力隊員募集・採用・活動支援等業務委託」に係る受

託候補者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。 

 

２．業務概要 

⑴ 業 務 名 高島市地域おこし協力隊員募集・採用・活動支援等業務委託 

⑵ 業務内容 別紙仕様書のとおり 

⑶ 業務期間 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３．業務見積額 

⑴ 本業務に係る経費は、１８，８５８，４００円（消費税および地方消費税額を含

む）を上限とする。この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、業務の最大

規模を示すものであり、予定価格は別に定める。 

⑵ 本業務における見積りは、仕様書に基づき算出した金額を記載した見積書（消費税

および地方消費税抜き）を提出すること。 

 

４．スケジュール 

令和８年５月１５日（金）午後３時 公募開始 

令和８年５月２９日（金）午後５時 質疑受付締切 

令和８年６月 ５日（金）     質疑に対する回答（ホームページ）（予定） 

令和８年６月１５日（月）午後５時 参加申込書および企画提案書等の提出締切 

令和８年６月２３日（火）     プレゼンテーション審査（予定） 

令和８年７月 １日（水）      見積徴取（予定） 

令和８年７月１０日（金）     契約締結・業務開始（予定） 

※日程については、公募開始現在の予定であり、変更になる場合もある。 

 

５．参加資格要件等 

（１）参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる要件の全て

に該当する者とする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者

に該当しない者であること。 

⑵ 高島市から指名停止を現に受けていないこと。 

⑶ 国税(法人税、所得税、消費税および地方消費税)および高島市税を滞納していない 



者であること。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしてい

る者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）または民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定

を受けている者を除く。）でないこと。 

⑸ 次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。

以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員

が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害

を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められると

き。 

エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与す

るなど、直接的または積極的に、暴力団の維持または運営に協力し、または関与し

ていると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該

当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

⑹ 法人格を有すること。ただし、法人格の種類は問わない。 

（２）共同提案 

 複数の事業者がグループを構成して応募する場合は、当該グループの代表となる事業

者およびグループ全ての構成員が上記（１）の要件を満たすこと。 

 ※応募後、グループの代表となる事業者および構成員の変更は原則として認めない。 

 

６．関係資料の配布方法  

・高島市ホームページからのダウンロードを原則とする。 

URL http://www.city.takashima.lg.jp 

 ・掲載期間 

  令和８年５月１５日（金）午後３時から令和８年６月１５日（月）午後５時まで 

 ・掲載資料 

⑴ 高島市地域おこし協力隊員募集・採用・活動支援等業務委託公募型プロポーザ 

ル実施要領 

⑵ 高島市地域おこし協力隊員募集・採用・活動支援等業務委託仕様書 

http://www.city.takashima.lg.jp


⑶ 参加申込書および誓約書 

⑷ 各種様式 

 

７．説明会  

本業務に関する説明会は開催しない。 

 

８．質疑・回答 

⑴ 提出方法 別添の質問書（様式８）により、電子メール

（kyoudou@city.takashima.lg.jp）にて提出すること。 

※電話または口頭、ファクシミリによる質問は受け付けない。  

※電子メール送信後、執務時間中に必ず電話により着信確認をすること。 

⑵ 提出期限 令和８年５月２９日（金）午後５時００分まで（必着） 

⑶ 提 出 先 高島市役所 市民生活部 市民協働課 

⑷ 回答方法 電子メールにより回答するものとし、本市ホームページに掲載するものと     

するが、ホームページ掲載時における伝達は行わない。 

また、電話等による口頭での個別回答および対応は行わない。 

なお、回答内容は仕様書と同等の効力をもつものとする。 

 

９．参加申込の手続き 

⑴ 提出書類 

プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本実施要領、仕様書および高島市契約

規則等の各規定を理解した上で、次の書類を必要部数作成し、提出すること。なお、

提出書類およびその必要部数に不足が生じた場合は、失格とする。 

ＮＯ 必要書類 提出部数 

① 参加申込書および誓約書（様式１） １部 

② 申請者の概要（様式２） ８部 

③ 企画提案書（様式３） ８部 

④ 経費見積書（様式４） ８部 

⑤ 事業実施体制（様式５） ８部 

⑥ 実施スケジュール（様式６） ８部 

⑦ プレゼンテーション出席者報告書（様式７） ８部 

⑧ 履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本） 

（※高島市指名競争参加資格審査登録名簿に登載されていない法

人の場合のみ提出すること。提出時において発行日から３か月以

内のもの、写し可。） 

１部 

⑨ 直近年度の国税（法人税および消費税）および市町村税の納税証

明書（いずれも滞納がないことが確認できる書類）。 

各１部 
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（※高島市指名競争参加資格審査登録名簿に登載されていない法

人の場合のみ提出すること。提出時において発行日から３か月以

内のもの、写し可。市町村税については高島市内に事業所がある

場合のみ提出。） 

（注意１）上記②～⑦の書類は、所定様式の内容を不足なく記載している場合は、任意

様式による提出を認めるものとする。 

（注意２）上記②～⑦の書類については、候補者選定のため当プロポーザル審査委員会

委員に対し、提案者から提出された状態で配布するものとする。 

（注意３）上記①～⑦（高島市指名競争参加資格審査登録名簿に登載されていない法人

の場合は⑧、⑨も含める）の書類は、不足なく必要部数を揃えて一度に提出

すること。ただし、①のみ他の書類より先に提出することは認めるものとす

る。 

（注意４）複数の事業者がグループを構成して応募する場合は、次の項目について留意

すること。 

     ・グループの代表となる事業者を選出し、市との連絡等については、グルー

プの代表となる事業者が行うこと。 

     ・グループに適切な名称を付け、その名称で応募すること。 

     ・上記②（高島市指名競争参加資格審査登録名簿に登載されていない法人の

場合は⑧、⑨も含める）については、事業者それぞれについて提出するこ

と。 

     ・当該事業に応募したグループの構成員は、他のグループの構成員となるこ

と、又は単独での応募は行うことはできない。 

⑵ 提出期間および時間 令和８年６月１５日（金）午後５時まで 

⑶ 提出方法 

持参または郵送に限ることとする。なお、郵送の場合は、受け取り日時および配達

されたことが証明できる方法によることとし、提出期限日時までに到着したものに限

り受け付ける。郵便事故等については提出者のリスク負担とする。 

(4) 提出先 高島市役所 市民生活部 市民協働課 

 

10．企画提案書作成方法 

⑴ 企画提案書には、以下の内容を記載すること。 

  ・企画内容の骨子 

  ・具体的な企画内容 

⑵ 形式は、Ａ４サイズとする。 

⑶ 頁数は、問わない。 

⑷ 印刷形態は片面、両面、字体、フォント、カラーは問わない。ただし、見やすい体

裁とし、提出部数全てを同一の仕様とすること。 



⑸ 高度な専門的知識を有しない者でも理解できるよう、簡潔かつわかりやすい表現と

すること。 

⑹ 提案に係る補足説明として、任意様式（Ａ４サイズまたはＡ３サイズに限る。）の

資料の提出は認めることとする。なお、提出する場合は同一仕様により８部提出する

こと。 

 

11．審査方法 

本要領および仕様書等に基づき提出された企画提案書等について、プロポーザル審査

委員会が審査する。 

⑴ 企画提案書等をもとに、設定した基準に基づいて、書類およびプレゼンテーション審

査により公正かつ厳正に審査を実施し、受託候補者を一者選定する。 

 ⑵ 審査要領に基づく審査については、選定審査項目について審査を行う。 

⑶ 下表の各審査項目について、「⑥見積金額および費用の妥当性」を除き絶対評価で点

数をつける。 

（Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣っている、Ｅ：劣って

いる） 

  「特に優れている」の評価は、各審査項目について最も優れている企画提案書等にのみ

付けることができるものとする。 

〇審査項目および配点 

評価項目 配 点 

① 本業務に対する考え方・提案内容 １００ 

② 業務の実施体制（業務遂行能力） ３０ 

③ 実施スケジュール ２０ 

④ プレゼンテーションの的確性 １０ 

⑤ 追加提案 ２０ 

⑥ 見積金額および費用の妥当性 ２０ 

合 計 ２００ 

⑷ 見積金額については、提案内容に基づいて妥当性を勘案し審査を行うこととする。 

⑸ 提案者が２者以上の場合は各審査委員の採点を集計し、採点の平均点が１２０点以

上あることを条件とし、獲得点数の高い事業者から順に契約交渉相手方を選定する。 

また、提案者が１者のみの場合は、審査委員の採点の平均点が１２０点以上であれば、

その者を契約交渉相手方とし選定する。 

⑹ 書類およびプレゼンテーション審査は、令和８年６月２３日（火）を予定している。 

   また、プレゼンテーションの開始時間は、全提案者に対し、改めて通知を行う。 

 

 

 



  ①プレゼンテーションの時間 

    時  間：１５分以内 

    質疑応答：１５分程度 

  ②出席者 

    プレゼンテーションの出席人数は３名以内とし、その予定者について、プレゼンテ

ーション出席者報告書（様式７）にて報告すること。 

    なお、出席予定者が変更となる場合は、プレゼンテーション開始前までに直接また

はメールにて同様式により申し出ること。 

  ③使用備品 

プレゼンテーション時に必要なプロジェクター等の使用機材、備品については、

必要に応じて、提案者にて用意すること。 

  ④留意事項 

・①の時間配分を超過した時点で強制終了とする。 

   ・説明のスタイルは自由とするが、企画提案書に沿って簡潔明瞭に行うこと。 

   ・提案の順序は、提案書の提出順とする。 

 

12．審査結果 

審査結果は、提案者全員に文書で通知する。審査経過については一切公開しない。ま

た、審査の結果に対しての異議を申し立てることや、審査結果および内容について説明

を求めることはできない。 

 

13．契約に関する事項 

 (1) 契約は、選定された優先交渉権者と本市の間で業務内容や役割分担等について協議

を行い、協議が整った場合には、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に規定

する随意契約により見積徴取を行い契約することを原則とする。 

 (2) プロポーザルの性質上、当該契約にあたり企画提案内容（参考見積内容を含む。）を

もって、そのまま契約するものではない。 

 (3) 協議において疑義が生じた場合は、原則として本市の解釈によるものとするため、

提出書類等において曖昧な表現や記載を避けること。疑義の解消に要する費用は提案

者の負担とする。 

 (4) 選定された優先交渉権者との協議が不調となった場合又は失格となった場合は、次

点者と協議を行い、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に規定する随意契

約により見積徴取を行い契約する。 

 (5) 本業務における成果品の著作権は本市に帰属するものとし、本市は本業務の成果品

を自ら使用及び使用許諾した必要な範囲において第三者に対して、随時利用できるも

のとする。 

 (6) 受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として取扱い、契約目的以外に



利用し、第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅

失、毀損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。業務完

了後も同様とする。 

 

14．提出書類の取扱い 

⑴ 提出された全ての書類は、返却しない。 

⑵ 提出後の差し替えおよび追加・削除は認めない。 

⑶ 提出された書類は、提出した者に無断でこのプロポーザルに係る審査以外には利用

しない。 

⑷ 市が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがある。 

⑸ 企画提案書の提出は１者につき１案とする。 

 

15．情報公開および提供 

市は企画提案者から提出された企画提案書等について、高島市情報公開条例（平成18

年9月29日条例第80号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるも

のとする。ただし、事業を営むうえで、競争上または事業運営上の地位その他正当な利

益を害すると認められる情報は非開示となる場合がある。 

なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響がでる恐れがある情

報については決定後の開示とする。 

 

16．その他 

⑴ 言語および通貨単位 

手続において使用する言語および通貨単位は、日本語および日本国通貨に限る。 

⑵ 費用負担 

書類作成および提出に係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とする。  

緊急やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを実施することができないと

認めるときは、停止、中止または取り消すことがある。なお、この場合において本公

募型プロポーザル方式に要した費用を高島市に請求することはできないものとする。 

⑶ 参加辞退の場合 

参加申込書の提出後または企画提案書の提出後、都合により参加を辞退することに

なった場合は、速やかに書面（様式は任意）により、所管課あてに提出すること。 

⑷ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

ア 参加資格要件を満たしていない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項

等の条件に適合しない書類の提出があった場合 



エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ 参考見積書の金額が「３．業務見積額」を超過した場合  

  カ 会社更生法の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められる事態に至った場   

   合 

  キ 信義に反する行為があった場合 

  ク 公共事業、その他に関して違法行為等により指名停止、課徴金納付命令等の処分を

受けている又は受けるに至った場合 

ケ その他実施要領等において示した条件等に違反した応募がされた場合 

⑸ 著作権等の権利 

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

ただし、受託先に選定されたものが作成した企画提案書などの書類については、市

が必要と認める場合には、市は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部ま

たは全部を無償で使用（複製、転記または転写をいう。）することができるものとす

る。 

⑹ 申請者は、公募型プロポーザル方式の実施後、不知または内容の不明を理由とし

て、異議を申し立てることはできない。 

 

17．問合せ先 

   高島市役所 市民生活部 市民協働課 

   電  話：０７４０－２５－８５２６ 

   Ｆ Ａ Ｘ：０７４０－２５－８１５６ 

   Ｅ‐Mail：kyoudou@city.takashima.lg.jp 
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